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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータで実施される方法であって、
　　複数の仮想サーバを含むサーバを複数のプライベートネットワークアドレス空間に参
加するように構成するステップであって、前記複数の仮想サーバのそれぞれが、１以上の
ネットワークアドレス指定可能なインタフェースにおいて実施される個別のネットワーク
アドレス空間に関連する、前記サーバを構成するステップと、
　　前記複数の仮想サーバのそれぞれによって個別のルーティングテーブルを管理するス
テップと、
　　宛先アドレスを含む入ってきた入出力要求を受信するステップであって、入ってきた
前記要求が、入ってきた要求を処理するための仮想サーバの選択を前記サーバに要求する
ものである、入ってきた入出力要求を受信するステップと、
　　前記要求の前記宛先アドレスを特定のネットワークアドレス指定可能なインタフェー
スと照合し、前記特定のネットワークアドレス指定可能なインタフェースに関連する特定
のネットワークアドレス空間識別子を判定し、前記特定のネットワークアドレス空間識別
子を前記仮想サーバに関連する個々のネットワークアドレス空間と照合することにより、
前記入出力要求を処理するための適当な仮想サーバを判定するステップと、
　　前記入出力要求を前記適当な仮想サーバにより、プロセッサによって処理するステッ
プと、
　　前記適当な仮想サーバの個別のルーティングテーブルを使用して、処理された前記入
出力要求への応答を転送するステップと
　からなるコンピュータで実施される方法。
【請求項２】
　前記仮想サーバにより処理される前記入出力要求に対する如何なる応答についても、少
なくとも１つのルーティングテーブルを使用してルーティング処理を制御するステップを
さらに含む、請求項１に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項３】
　前記サーバは、ストレージシステムであり、前記複数の仮想サーバは、仮想ストレージ
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システムである、請求項１に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項４】
　前記プライベートネットワークアドレス空間は、異なるアドレス指定可能なインタフェ
ースにおいて実施される個々のネットワークアドレス空間の間において重複する、請求項
１に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項５】
　前記転送するステップは、
　　前記入出力要求に対する応答にルート計算が必要であることを判定し、
　　前記仮想サーバからのルーティングテーブルポインタを使用して、前記応答を転送す
るための前記仮想サーバの個別のルーティングテーブルを選択することを含む、請求項１
に記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項６】
　サーバと、
　１以上のネットワークアドレス指定可能なインタフェースと、
　複数のプライベートネットワークアドレス空間に参加するように構成された前記サーバ
上の複数の仮想サーバであって、前記仮想サーバのそれぞれが、１以上のネットワークア
ドレス指定可能なインタフェースにおいて実施される個別のネットワークアドレス空間に
関連する、複数の仮想サーバと、
　前記複数の仮想サーバのそれぞれによって管理される個別のルーティングテーブルと、
　特定のネットワークアドレス指定可能なインタフェースにおいて受信された宛先アドレ
スを有する入出力要求を処理するための適当な仮想サーバを判定するように構成された入
力パス変換手順であって、前記判定が、前記要求の前記宛先アドレスを特定のネットワー
クアドレス指定可能なインタフェースと照合し、前記特定のネットワークアドレス指定可
能なインタフェースに関連する特定のネットワークアドレス空間識別子を判定し、前記特
定のネットワークアドレス空間識別子を前記仮想サーバに関連する個々のネットワークア
ドレス空間と照合することにより行われる、入力パス変換手順と
　を含み、
　前記入力パス変換手順は、受信した前記入出力要求を前記適当な仮想サーバへ転送する
ように構成され、
　前記適当な仮想サーバは、前記入出力要求を処理し、前記適当な仮想サーバの個別のル
ーティングテーブルを使用して、前記入出力要求に対する応答を転送する、ストレージシ
ステム。
【請求項７】
　前記仮想サーバは、前記仮想サーバにより処理される前記入出力要求に対する如何なる
応答についても、少なくとも１つのルーティングテーブルを使用してルーティング処理を
制御するようにさらに構成される、請求項６に記載のストレージシステム。
【請求項８】
　前記ストレージシステムは、サーバであり、前記仮想サーバは、仮想ストレージシステ
ムである、請求項６に記載のストレージシステム。
【請求項９】
　前記プライベートネットワークアドレス空間は、異なるアドレス指定可能なインタフェ
ースにおいて実施される個々のネットワークアドレス空間の間において重複する、請求項
６に記載のストレージシステム。
【請求項１０】
　前記仮想サーバは、
　　前記入出力要求に対する応答にルート計算が必要であることを判定し、
　　前記仮想サーバからのルーティングテーブルポインタを使用して、前記応答を転送す
るための前記仮想サーバの個別のルーティングテーブルを選択
　するように構成された出力パス変換手順を含む、請求項６に記載のストレージシステム
。
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